
３ 壁面利用広告板 
★第一種普通規制地域等 

Ｓ１＋Ｓ２≦５０㎡ 
Ｓ１＋Ｓ２≦１/2Ｓ 
広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと 
表示面の 1/2 以上に使用する色彩の彩度≦１２ 

★第二種普通規制地域等 

広告板の外郭線が建物の壁面からはみ出さないこと 
表示面の 1/2 以上に使用する色彩の彩度≦１２ 
 

★第一種普通規制地域等 

Ｓ≦５０㎡ 
Ｗ≦２ｍ 
表示面の 1/2 以上に使用する色彩の彩度≦１２ 
○歩道上 

ｈ≧２．５ｍ 
 歩道上にはＷが１ｍ以上突き出さないこと 
○道路上 

ｈ≧４．５ｍ 
 道路上にはＷが０．５ｍ以上突き出さないこと 

★第二種普通規制地域等 

Ｗ≦２ｍ 
表示面の 1/2 以上に使用する色彩の彩度≦１２ 
○歩道上 

ｈ≧２．５ｍ 
  歩道上にはＷが１ｍ以上突き出さないこと 
○道路上 

ｈ≧４．５ｍ 
 道路上にはＷが０．５ｍ以上突き出さないこと 
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※ 他の種類の許可基準は「いわき市屋外広告物条例施行規則別表第４（３３ページ）」を参照ください。 


